
中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機関であって、次の施設基準に適合している旨の届出

を行っております。 

 

・回復期リハビリテーション病棟入院料1 

・心大血管疾患リハビリテーション料(Ｉ) 

・脳血管疾患等リハビリテーション料(Ｉ) 

・廃用症候群リハビリテーション料(Ｉ) 

・運動器リハビリテーション料(Ｉ) 

 

・医療安全対策加算2 

医療安全対策に関する取組事項 

 

下関リハビリテーション病院( 以下「病院」という )は、病院の理念に基づき、安全で快適な 

医療環境を提供するために、安全対策の基本的な事項を以下の通り定める。 

 

1. 医療安全対策に関する基本的な考え方 

 

安全な医療の提供のために、病院全体として安全対策に取り組み、医療事故発生の予防と発生時

の速やかな対応を行うことに努めます。 

 

2. 医療安全対策のための委員会設置その他組織に関する基本的事項 

 

医療安全委員会を設置し、毎月1回会議を行い医療安全対策に関する事項を検討します。 

また、医療安全部門を構成し、医療安全対策の実務を行います。 

 

3. 医療安全対策のための職員研修に関する基本方針 

 

  職員の医療安全対策に関する意義・知識・技術向上を目的とし、職員を対象とした研修を 

年2回以上実施します。 

 

4. 医療事故発生状況の報告に関する基本方針 

 

  医療事故発生時の早期対応、原因調査及び再発防止のための対策を立案します。 

 

5. 医療事故発生時の報告に関する基本方針 

 

院内において医療事故が発生した場合は、臨時の医療安全対策委員を開催し事故等の原因 

究明が適切に実施されていることの確認と必要な指導を行います。 

  

6. 医療安全に関するご相談 

医療安全に関するご相談は、医療安全管理者が医療連携室、関係部署と連携・協力しております。 

 



 



・感染対策向上加算3 
院内感染対策に関する取組事項 

 

  下関リハビリテーション病院( 以下「病院」という )は、病院の理念に基づき、安全で快適な 

医療環境を提供するために、感染対策の基本的な事項を以下の通り定める。 

 

1. 院内感染対策に関する基本的な考え方 

 

安全な医療の提供のために、病院全体として感染対策に取り組み、院内感染発生の予防と発生時

の速やかな対応を行うことに努めます。 

 

2. 院内感染対策のための委員会設置その他組織に関する基本的事項 

 

院内感染防止委員会を設置し、毎月1回会議を行い感染防止対策に関する事項を検討します。 

また、感染制御チームを構成し、感染防止対策の実務を行います。 

 

3. 院内感染対策のための職員研修に関する基本方針 

 

  職員の感染防止対策に関する意義・知識・技術向上を目的とし、職員を対象とした研修を 

年2回以上実施します。 

 

4. 感染症発生状況の報告に関する基本方針 

 

  法令で定められた感染症届出の他、院内における耐性菌等の分離状況を集計し、院内感染対策委

員会及び感染制御チームにおける検討、現場へのフィードバックを行います。 

 

5. 院内感染発生時の報告に関する基本方針 

 

  院内において感染症過患者が発生した場合は、臨時の院内感染対策委員を開催し感染経路の遮断

とともに、ご家族や外来患者様等への拡大を防止するよう努めます。 

また、必要に応じ保健所に報告し、速やかに連携し対応を行います。 

 

6. 患者様への情報提供と院内感染対策指針の越線に関する基本方針 

 

  感染症の流行がみられる場合には、ＨＰや掲示物で広く情報提供を行います。併せて、患者様と

ご家族のために、感染対策のための手洗いやマスク着用等の協力をお願いしております。 

 本取り組み事項は院内に掲示し、患者様及びご家族より閲覧の求めかあった場合にはこれに応じ

ます。 

 

7. その他 院内感染対策推進のために必要な事項 

 

  院内感染予防対策マニュアルを作成し、定期的な見直しを行います。職員一同、院内感染防止に

向け、院内感染予防対策マニュアルを遵守します。 

 



・患者サポート体制充実加算 

 当院では、患者サポート体制を病院全体として、疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び入院

上の不安等に関するご相談について親切丁寧に対応を行っております。具体的には、相談窓口設置

の上、以下の取組を実施しております。 

 

〈具体的なご相談事項の例〉 

○ 介護保険で利用出来るサービスを知りたい。 

○ 退院と言われたが、自宅での生活に不安がある。 

○ 転院の際の病院探しや、施設探しに困っている。 

○ 通院や入院中の療養費が心配である。 

○ 通院や入院中に利用出来る制度を知りたい。 

 

〈相談時間〉                    〈相談担当者〉    

○ 月～土(祝日及び年末年始を除く) 9:00～17:00      ○ 病棟師長 

※ご連絡をいただければ、上記限りではございません。 ○ 医療ソーシャルワーカー(相談員) 

※ご連絡をいただければ、上記限りではございません。 ○ 看護師 

                            

 
 



・入退院支援加算 
患者様が安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活ができるように、 

入院早期より退院困難な要因を有する患者様を抽出し、退院支援を行っております。各病棟の退院

支援担当者は次の通りです。 

病棟 病床区分(病床数) 社会福祉士 退院支援看護師 

2階病棟 
回復期リハビリテーション病棟入院料1  

(53床) 

安藤 七夏 西岡 麻梨 

髙田 七海 - 

3階病棟 
回復期リハビリテーション病棟入院料1  

(56床) 

大野 夏実 杉田 真愛 

上野 純子 - 

4階病棟 
回復期リハビリテーション病棟入院料1  

(56床) 

岩瀨 穂乃果 西岡 麻梨 

大石 美和 杉田 真愛 

 

・データ提出加算 

・認知症ケア加算 

・二次性骨折予防継続管理料2 

・CT撮影及びMRI撮影 

・外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 

・入院ベースアップ評価料62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


